
　　

（午前１０時２分　開会）
○後藤委員長　ただいまから吹田操車場
跡地利用問題特別委員会を開会いたしま
す。
　まず、理事者からあいさつを受けます。
竹本助役。
○竹本助役　おはようございます。
　皆さま方には何かと御多忙中、吹田操
車場跡地利用問題特別委員会を開催賜り
まして、誠ににありがとうございます。
　本日ご協議いただく案件といたしまし
ては、梅田貨物駅の移転計画についてと
なってございます。よろしくご協議賜り
ますようお願いを申し上げまして、はな
はだ簡単でございますが、ごあいさつと
させていただきます。
○後藤委員長　あいさつが終わりました。
　本日の委員会記録署名委員は、委員長
において中谷委員を指名いたします。
　本日の案件は、ご案内のとおり梅田貨
物駅の移転計画についてでありまして、
今日までの状況を報告をさせていただく
ということで、開催をさせていただきま
した。
　それでは理事者から説明をお願いしま
す。小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　おはようございま
す。
　吹田操車場跡地利用問題特別委員会に
おかれましては、第３回の定例市議会に
おいて、新たに設置いただきましたこと
につきましてお礼申し上げます。
　さて、今日までの吹田操車場跡地利用
問題につきまして、建設常任委員会にお
きまして、事業団からの各種関係資料の
ご配付や状況の報告を行ってまいりまし
たが、新たに本委員会が設けられました
ので、お手元にご配付させていただいて
おります関係資料に基づきまして、今日
までの経過等のご説明を先にさせていた

だきたいと思っておりますので、よろし
くお願い申し上げます。
　まず、お手元の資料の確認をさせてい
ただきます。
　表紙が本日の資料の目次であり、内容
順位は日時を追った経過であります。
　その経過の具体的資料は目次の番号と
資料についておりますインデックス番号
とを合わせておりますので、よろしくお
願いします。
　資料番号は１から５までとなっており
ますので、ご確認をお願い申し上げます。
　それではお手元資料に基づきまして、
今日までの経過をご説明申し上げます。
　吹田操車場跡地への梅田貨物駅移転計
画が、正式に国鉄清算事業団から申し入
れが、平成９年６月１８日になされたの
が、目次の１番目の資料であります。
　この申し入れにつきましては、４項目
が示され、内容といたしましては１点目
といたしまして、梅田貨物駅から吹田操
車場跡地へ移転する貨物量についてであ
ります。
　その内容は、梅田貨物駅の取扱量の約
半分を移転するものであります。
　２点目といたしまして、吹田操車場跡
地の開発可能用地についてであります。
　その内容といたしましては、今日まで
摂津市域内の跡地利用可能用地が清算事
業団用地の６．５ヘクタールとされてま
いりました面積が、梅田貨物駅移転計画
の縮小に伴い、ＪＲ貨物用地１．７ヘク
タールが開発可能となったことに伴い、
合わせて８．２ヘクタールが開発可能用
地として示されたものであります。
　３点目といたしましては、アクセス道
路の整備と環境悪化の防止についてであ
ります。事業団側におきましては、梅田
貨物駅の移転により集中発生交通量に対
します対策といたしまして、公道へのア
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クセスは鉄道用地内を専用道路で通行す
るものとされております。
　４点目では、街づくりについてであり
ます。その内容は、市域の南北を分断し
ている状況に対しての街づくりからの協
力についてであります。
　以上が正式に申し入れがなされた内容
でありますが、本市の基本的姿勢といた
しまして、本申し入れは梅田貨物駅移転
の協議を始めたいとの申し入れであり、
具体的内容が明確にされ、さらに環境対
策等への努力、本市の街づくりの寄与等
が明確に示されなければ貨物移転を認め
るものではないと考えております。
　次に、資料の２番目では、事業団から
の申し入れに対しまして、不明瞭な内容
や具体的な取り組みが確認されていない
点について、本市より平成９年７月３日
付けで照会をいたした内容であります。
　この照会文の要点につきましては、事
業団からの申し入れの４項目に対して行っ
たものでありますが、移転計画の内容や
環境対策等の具体的な資料を求め、さら
に本市に直接的関係いたします既存貨物
駅の大阪ターミナルとの関係等を確認い
たしたものであります。
　本市の照会に対しまして、平成９年７
月１５日に事業団側から回答と関係資料
が示されてまいりました。それが資料の
３番であります。この回答内容といたし
ましては、初めて具体的に梅田貨物駅移
転に伴う取扱分散量約１００万トンが数
字で示され、さらに貨物駅専用のアクセ
ス道路が公道と接する位置が示されてま
いりました。また、梅田貨物駅が移転し
た場合の発生交通量、１日約１，０００
台が示され、配送経路もあわせて示され
たものであります。
　関係資料の提出につきましては、次の
資料で綴じさせていただいておりますが、

内容といたしましては、資料目録のとお
り、貨物駅関連資料とアクセス道路関連
資料、そして機能分散関連資料を市の資
料要求に伴い取りまとめたものでありま
すが、特に、貨物駅関連資料の折り込み
の図で、吹田操車場跡地に移転いたしま
す貨物駅の平面図が添付されており、さ
らにアクセス道路関連資料におきまして
も、専用道路の構造や公道との接続関係
を示しました平面図が資料といたしまし
て添付されております。
　続きまして、目次の４番であります資
料につきましてご説明申し上げます。
　この資料は平成９年７月１５日付けの
事業団からの回答を受けまして、回答内
容が本市よりの照会内容に対しまして、
明確に示されていない事項及び資料不足
等につきまして、再度、事業団に対しま
して照会を行ったものであります。
　その照会内容といたしましては、梅田
貨物駅から吹田操車場跡地への移転する
貨物につきまして詳細な数値を求め、さ
らに本市に直接関係いたします大阪ター
ミナルの状況につきましても、具体的な
数値を求めたものであります。
　また、吹田操車場跡地の開発可能用地
の取扱いにつきましても見解を求めたも
のであります。
　さらに、アクセス道路の整備と環境悪
化の防止につきましても集配経路を明確
に示されるように、資料を要求したもの
であります。
　このように再度の照会に対しまして、
事業団からは８月２９日付けで回答がな
されてまいりましたのが、目次の５番の
資料であります。
　この回答内容にきましては、吹田操車
場跡地に移転する駅施設の機能内容、大
阪ターミナルの機能内容につきまして、
具体的算式に基づきまして示されたもの
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であります。また、各方面別の配送量や
割合につきましても示され、さらに配送
経路につきましても文書によります回答
及び図化で示されており、あわせて方面
別の配送自動車台数も示されてきており
ます。
　回答文の最後でありますが、その他の
照会事項で、今後のスケジュール面につ
いてでありますが、事業団側からの回答
といたしまして、事業団の存続について
平成１０年１０月１日までとし、その後
の債務、権利義務等は特殊法人の日本鉄
道建設公団が継承する方針で、政府にお
きまして検討がなされているところであ
ります。
　以上が、平成９年６月１８日付けで、
梅田貨物駅移転計画の申し入れから今日
に至りますまでの事業団と本市とのやり
取りの内容であります。
　次に、摂津市、吹田市で平成９年７月
１５日に設置いたしております吹田操車
場跡地利用懇話会についてでありますが、
当初、本市におきましては、大阪府も交
えた形で検討を進める考えをいたしてま
いりましたが、大阪府において、今日ま
で、吹田・摂津の両市で跡地利用を検討
していた経緯や、跡地そのものが両市に
またがる関係から、将来のまちづくりは
地元市で具体的に検討されることが望ま
しいとの見解から、摂津・吹田の２市に
よります懇話会を発足いたしたものであ
ります。
　本懇話会の設置の目的でありますが、
国鉄清算事業団からの開発可能用地の提
案に対しまして、専門家のご意見を聞き
ながらまちづくり計画を策定するため、
懇話会においてまちづくりのコンセプト、
導入機能、ゾーニング等のフレームをマ
クロ的に提言いただくことを目的といた
しまして、お願いをいたしてきたところ

であります。
　具体的な提言の取りまとめ案の位置づ
けといたしましては、「広域中心として
のまちづくり」「２１世紀にはばたくま
ちづくり」「環境都市としての地域のま
ちづくり」を基本理念に、利用方向とい
たしまして、環境、情報メディア、市民
生活を支えるまち、そして地域の産業活
動を興し支えるまちを目標像と考えられ
ておりまして、マクロ的導入機能では、
「生活・文化機能」「産業機能」「住機
能」「交流機能」が取り入れられ、都市
イメージを示される予定であります。
　また、提言の取りまとめにおきまして、
具体的な推進条件といたしまして、特に、
道路と鉄道とを活用しながら、都市基盤
整備の必要性が打ち出されております。
　さらに、土地の取得に対しましても、
跡地の有効利用を図るため、インフラ整
備の必要性から、より適切な価格での取
得が必要とされております。
　以上の提言内容につきまして、去る１
０月２９日に第４回目の懇話会を開催し、
最終意見調整が行われ、現在、提言書の
取りまとめが進められておりまして、正
式に提言がなされました段階におきまし
て、本委員会にお示しさせていただきた
いと考えておりますので、よろしくご理
解をお願い申し上げます。
　今後の本市の取組みについてでありま
すが、懇話会からの提言を受けながら、
本市の主体性を確立することが急務であ
り、摂津市の将来に寄与される公共施設
や都市空間の確保等について、検討する
ことがこれからの課題でありますことか
ら、「吹田操車場跡地利用検討委員会」
を全庁的な組織化として、設置をいたし
ているもので、より具体的な利用方法や
用地取得等につきまして、検討いたして
まいりたいと考えております。
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　以上で、国鉄清算事業団からの申し入
れに関係いたします内容、さらに、跡地
利用懇話会の状況、そして、本市のこれ
からの取組みについてを、一括してご説
明申し上げましたが、本委員会におかれ
ましては、現在の社会的・経済的変化の
著しい状況下でありますが、本市のまち
づくりに取りまして、有意義な利用検討
が具体的に取り組めますよう、今後も、
ご意見、ご指導賜りますようお願い申し
上げまして、本委員会へのご説明は以上
とさせていただきます。
○後藤委員長　説明が終わりました。
　この際、ご質問等がございましたらお
受けいたします。寺西委員。
○寺西委員　一応、平成９年度中にこの
用地について、どういうふうにされるの
か、清算事業団の方で処理しなければな
らないということをお聞きしとるんです
けど、まず、最初に吹田、摂津で、その
清算事業団の抱えている土地を買ってほ
しいというような話があって、それがな
い場合は民間企業ですか、この間、ヨド
バシカメラとかいろいろやっていました
ね、そういう形で競売にかけるというん
ですかね。そういう順序について、もし
いまの段階でどういうふうになっておる
のか。例えば、うちの市が当該地にかかっ
ているところを買収するのやったら坪が
どのぐらいで、そういう予算的な、財源
的なめどがあるのか、そこらの基本的な
考えが今あるんであればお聞きしたいな
と、吹田に全部買ってもらって、いいと
ころだけ摂津で使うと、いろんなことを
ちまたでは言うておりますけど。今、摂
津市の根本的な考えを、もし答えられた
ら結構ですし、答えられなかったらそれ
で結構ですから。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　まず、１点目の用

地の取得ということの期限ということで
ございますけども、これにつきましては、
国の方といたましては、できる限り平成
９年度に一定の方向づけを示されたいと
いうご意見であります。９年度中という
ことですけれども、我々といたしまして
は、先ほどもご説明させていただいてま
すように、６月１８日で初めての正式の
協議の内容が揃ってきたということであ
りますから、それから、我々としてはい
ろいろ内部的に検討しながら、いろいろ
わからない点についても、先ほどご説明
させていただきましたように照会を出し
ながらいろいろ検討しておるというのが
現状でございます。
　ですから、市としては今の段階で、本
来は私個人としては買いたいんですけど
も、非常に８．２ヘクタールと言います
と、仮に事業団からは、あくまで鑑定額
ですよということがありますので、現状
の土地ではどれぐらいの単価が出るかと
いうのがまだはっきりわからない。と言
いますのは、接続する道路も現状ではな
いということで、我々としては非常に値
段の目安についても難しいんじゃないか
というふうに考えております。
　仮に、１番わかりやすいのは、平米１
０万円としますと、坪に直しますと約３
３万円になるんですけども、８．２です
から単純計算で８２億円になるんじゃな
いかというように思ってます。８２億円
と言いますと、現在おかれております摂
津市の財政事情等を勘案する中では非常
に大きな額になるということで、非常に
難しいんじゃないかというように思って
おります。そういうことで単価について
も鑑定ということでありますから、まだ
一切、そういう値段的な内容は出てきて
いないというのが現状であります。
　それと、もう１点の、もし買わない場
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合についてということでございますけど
も、これは過去の東京とかよそでもされ
ておりますんですけども、一般公募入札
になるということであります。我々とし
ては、それ以前の問題として、貨物の問
題の申し入れについていろいろわからな
い点について、不明瞭な点について照会
文書を出しながら回答をいだいて内部で
検討しておるということでありますので、
もし、市としてどうしても買わないとな
れば、当然、民間で入札されると。
　行政が買うとなれば随意契約という方
法があるわけですね。随意契約の中身と
いたしましては、公共施設用地が５１％
以上確保する場合については随意契約が
できますよと、そういうなかで契約内容
があるんですけども、過去において市が
千里丘の自転車置場とか坪井のガードの
信号所のとこなんですけども、放置自転
車の対策で置かしていただいている用地
等についても随意契約で買わしていただ
いておるということでもありますから、
そういうことで、随意契約と言いますの
は、単価的な協議ができるという、そう
いう認識をしておりますので、今の時点
では、単価が幾らでどうやということは
出てきていないというのが現状です。以
上です。
○後藤委員長　寺西委員。
○寺西委員　一応、早い時期にというこ
とで、平成９年度中ということは、来年
の３月までに、どういうふうに処理する
かということを具体的に詰めなあかんと
いうことなんですけど。聞きましたらこ
の６月やから、時間がないということで、
ただ、私が聞いておりますのは、まず当
該市の吹田、摂津に買収してほしいと、
買ってほしいと、それからそうでなけれ
ば国とか府に打診して買ってもらって、
それを吹田、摂津で使うたりするとか、

それがもし不可能でありましたら、競売
というか、民間企業に競売するとそうい
うふうな手順を聞いておるんですけどね。
だからそういう話を、もう買うか買わん
かいうような話を詰めていかんと、これ
タイムリミット的に、府も、なんか毎年
２,０００億円ほどお金足らんので、行
革したおかげて５００億円ぐらい、それ
でもまだお金が足らんいうことで、国な
んかいうから国債残高が５００兆円も６
００兆円も、当然無理やと、だから現実
問題として、摂津市で財源確保できなかっ
たら、これほんまに吹田に買ってもらう
か、民間企業で競売になるかそういうこ
とも真剣に、この平成１０年、１１年の
予算編成を考えながら具体的にやってい
かなくてはならないと、このように思っ
ておるんですけどね。だからその辺の考
えいうか、まだ全く白紙なのか、時期が
来ておりますので、これ助役の方で、も
しお答えできるんでありましたら、どう
いうふうに思っておられるのかね、まだ
検討中でありましたら、それで結構です
から。
○後藤委員長　竹本助役。
○竹本助役　この土地の取得の問題では、
やはり、今例えばということで一定の金
額的なことも申し上げておりますけど、
これは全く、我々が勝手に考えているこ
とで、清算事業団が示したものではござ
いません。そういう、やはり我々の財政
で申し上げますならば、非常な負担とな
ることが予想される量でございます。そ
ういうことがございますから、ただむや
みに買っておくということはとても許さ
れる状況でない。したがって、やはり我々
としては一定の目的を持って、そして、
その目的にかなうということであれば買
収をするという決断をしなければならな
いと考えておるわけです。さらに申し上
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げますならば、その財源手当ての問題、
直接、市の自己経費を入れるということ
は、これは全くもって不可能でございま
す。いずれにしても起債ということにな
ると思いますが、その起債ということに
なりました場合の、後年度負担がどうい
う形の財源手当てが行われる条件がある
のか、そういうことも考え合わせていか
ないことには決断ができないということ
で、現状では、正直申し上げまして白紙
でございます。
　先ほど部長の方からご報告申し上げま
したように、庁内的にもそれぞれの部署
の部長なり、課長なりがこれについての
検討をする委員会をつくりまして、何が
できるか、どうするべきかということを
検討をすることにいたしております。そ
れの大きな枠組みとして、先ほど言いま
した吹田・摂津の方でやりました懇話会
の提言も大きな枠として考えに入れてい
くというようなこともあわせまして、今
後、検討していかなければならない課題
であるというふうに考えております。
○後藤委員長　寺西委員。
○寺西委員　そしたら清算事業団の方か
ら正式に、この摂津市にかかわる土地に
ついて、具体的に摂津市はどういうふう
にされるのか、そういう交渉いうか、意
向の打診いうんですかね、そういうのは
今まで全くなかったのかねできましたら
そういうタイムスケジュール的に、これ
があかんかったらこうで、次がこうでと、
それは貨物駅の問題もありますしね、そ
んなんを踏まえながら、どういうふうに
されていくんかね、だから、もう一遍やっ
ているんでか、清算事業団の方から、こ
の土地あるんやけど、摂津市どないする
んやと、買収するあれあるのかとかね、
そういう具体的な話、提示いうか、そん
なんがあったんかどうかね、ないのなら、

いつごろそういうことが起こって、市が
最終結論出して進めていくのかね、そこ
らの話、これもわかればいいですけど、
答えられる範囲で結構ですけど。
○後藤委員長　竹本助役。
○竹本助役　もともと清算事業団の事業
目的そのものが、旧の国鉄の所有地を帰
属を受けまして、それを売却した上で資
金化して、また清算事業団には負債も引
き受けておるわけですね、旧国鉄の。そ
れを償還をするという考えでございます
から、当然、６月１８日の申し入れにつ
きましても、開発可能用地という申し入
れになっておりますから、つまり清算事
業団としては買ってくださいという趣旨
でございます。しかし、我々の方として
は、ここには貨物駅の問題もございます
し、さまざまな要素が絡まり合わさりま
すし、さらに申し上げれば、先ほどの答
弁の中に申し上げておりますような事情
もございますから、検討期間が必要であ
るということで、なんらの交渉に入って
おらない。清算事業団としては買ってく
れますかということですけれども、具体
的な交渉は一切やってございません、現
在は。そこでとまっております、そうい
うことであります。
○後藤委員長　ほかに。中谷委員。
○中谷委員　今、寺西委員の方からいろ
いろな質問があったんですけどね、それ
以前に梅田貨物駅が今の、現在の用地に
来ることが、摂津・吹田についていいの
かどうか、今後いろいろな検討するわけ
ですね、これは今の用地の話はもっとか
かると思うんですけども。今、梅田貨物
駅、こういうふうにしたいという計画もっ
て来ておりますけどね、その分について
摂津がいろいろ検討しないかんわけです
ね。
　例えば摂津が道路つけなさいとかすれ
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ば、全体の面積の８．何平米は減ると思
うんです、面積は。今後、貨物駅につい
て、皆さんと十分協議して、いいのか悪
いのか、今の面積でいいのか、今の位置
でいいのかどうか、これ今後もっと具体
的に検討せないけないと思うんです、そ
の問題が、アクセス道路とか。今、これ、
図面見ますと、摂津市の方には１台も車
来ないようになっているんですね、図面
で見ますと。オープンすりゃ、恐らくこ
こへ入ってきますのでね、なんぼかは中
央環状線に出ると思うんですよ、僕もそ
ういう問題を、もっと具体的にやはり検
討してほしいと、皆さんと協議してほう
いと、こう思うんですけどね。
　それで第１回から第４回までの、向こ
うから申し出でがある、あるいは市の方
から回答、何回かやっておりますけどね。
向こうからの申し入れ、あるいはこっち
から回答してますこの問題について、一
番最終が８月２９日ですね、そうします
と、もう約大方１カ月以上済んでおるわ
けで、これについて。この８月２９日以
降について、清算事業団との話し合いが
やられたのかどうか、梅田貨物駅の移転
申込みについて、これ以後に協議されの
かどうか、その辺お聞きしたいと思うん
です。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　確かに資料５の中
で、最終的には８月２９日ということで
回答いただいておるわけでございます。
そういうことの中身を、我々としては日
にちはたっておりますけど、いろいろ内
部を検討して、これの回答についても、
まだ不明瞭な点があるということについ
ては、口頭ではありますけども話をさせ
ていただいて、協議してきたいうのは担
当者レベルではあります。
　と言いますのは、１つはNo５の２ペー

ジ、３ページ目の内容ですけども、Ｑ２
㈪の１－　でコンテナ扱いとか車扱い、中

継扱いとあるわけですね。これはどうい
うもんだとかいうことがはっきりしてい
なかったので、我々担当としては、コン
テナ扱いとはどういうものですかとか、
車扱いはどういうものですか、これは普
通ピギーと言うておるんですけども、そ
れと中継扱いはどういう内容ですかとい
うこと、詳細について、文書でなく、我々
担当者レベルでは協議をしてきたという
のは確かにありますけども、正式な協議
としてはないというのが現状であります。
　と言いますのは、コンテナ扱いという
のは大阪ターミナルが扱うておる箱型コ
ンテナの量ですよと。車扱いといいます
のは、車でいうトラックの荷物台をとっ
て台車だけがありまして、トラックはそ
のままでずっと乗っていくとか、それが
車扱いになりまんねんとか。中継扱いと
いいますのは、操車場に来て、レールの
上で方面先を連結してするのが車扱いで
すよとか、そういう点が我々としてははっ
きりわかっておらなかったので、そうい
う点については実際、私は梅田の現場も
行きながら確認してきたというのが過去
にあります。

㈬　それとか、仮にＱ３の１－　で、大阪
ターミナル能力とかいろんなことについ
て、車両の内容ですけれども、最大２６
両という、提示されておりますけども、
その辺についてなんぼでも増結できるん
じゃないんですかとかいう、そういう私
なりに疑問点については確認しました。
この２６両と言いますのは、今回予定さ
れております吹田の駅のコンテナホーム
の長さが５３５メートルということであ
りますので、２６両でいっぱいですと、
なんぼでもレールの上ですからふやせる
んじゃないですかという疑問点を投げか
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けますと、地方に行きますと単線の部分
があって、信号処理で電車の行き交えを
クロスする場合について退避線がありま
すよと、退避線で退避できるのが、最大
が２６両と、そういうようないろいろな
ことも、我々としては疑問点を聞いてき
たいうのが過去にあります。
　それともう１点目の、跡地の道路の問
題等というご質問ですけども、この横に
張っております、赤く塗っておるのが今
度、吹田に移転される貨物駅の専用道路
ということでありますので、摂津市域に
つきましては、ちょうど青く塗っておる
区域が、あれが正雀川ということで、行
政界の区域であるんで、摂津市域につい
ては車両だけの、連結したり離したりし
て編成される区域というように、我々と
しては判断しておるわけです。そういう
ことで、中谷委員がおっしゃっている開
発用地の道路とかその辺については、ま
だそれは最終的に市として、用地は、も
し買えるんであれば、買うた中でどうい
うふうにインフラを行うのか、インフラ
整備と言いますのは基盤整備ということ
ですけども、道路をどういうにつけてい
くんかというのが、今後の市としてのま
ちづくりの方向に入ってくるんじゃない
かということでありますので、貨物とし
ては、そういう場所の道路は設置しない
というのが確認されておる内容でござい
ます。
　それと、もう１点、大阪ターミナルに
来るんじゃないかというご指摘もあった
わけですけども、事業団の話は大阪ター
ミナルは現状のままで運用しながら、あ
くまで梅田のコンテナをここに移転する
んですよということの内容であります。
梅田でも実際は１００万トン機能を残す
ということが今回正式に示されてきたわ
けですけども、以前は大阪のほかの市域

の３つの取扱い所の駅があるんですけど、
そこらに分散されるんだろうという話は、
うわさで聞いておったんですけども、今
回は正式に梅田に残すと、はっきりと申
しております。梅田に残すのであれば、
どの区域ですかということについても、
私どもは現地を確認するなかで、これか
らこの分は残しますと、１つは、大阪駅
の中央郵便局の前に道路がありますね、
あれからＪＲを越えて西側に行っている
道路があります。それから大鉄局側につ
については廃止しますけども、残ってお
る部分のコンテナの基地については存続
さすということが、はっきり明確にされ
ておりますんで、そうなりますと今の機
能の年間２００万トン処理されている分
の１００万トンだけこっちへ来られるん
じゃないかというように判断してきたと
いうことが現状であります。以上でござ
います。
○後藤委員長　中谷委員。
○中谷委員　この問題については、建設
常任委員協議会で、るる報告は受けてい
るんですけども、今回こういうふうにし
て、特別委員会の設置が新たにされまし
たんで、やっぱり十分協議して、やはり
市は市なりに納得して、納得した梅田貨
物駅移転を何ですけど、それと、前後に
なったんですけど、せっかくこんな大き
な図面を張っていただいて、図面の説明
をお願いしたいんです。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　摂津側からいきま
すと、ちょうどこの区域、この点が実は
千里丘駅のガード、府の事業で拡幅され
ておる千里丘ガードです。この点からずっ
と、これが坪井のガードというふうに我々
存じております。以前は、事業団用地と
しては、坪井と竹の鼻のガードの中間点
あたりまでしかなかった分について、こ

－�9�－



れはちょうど金剛院さんから来る道路が
ここに接続されます。この点まででした
んですけれど、今回は新たに１．７ヘク
タールどこですかと言いますと、この塗っ
ておる、この部分が合計しますと１．７
ヘクタールして、開発可能用地になりま
して、この部分については、なぜ出てき
たか言いますと、先ほど言いましたよう
に、梅田に機能を半分残すということで、
貨物としては不必要と、言い方悪いです
けども、都市化として開発使ってもらっ
てもいいですよというぐあいに示されて
きた内容でございます。細長く、そうい
うような区域です。これが以前に示され
ておった６．５ヘクタールの面積という
ことであります。
　摂津の市域につきましては、これが正
雀川になるんですけども、これは吹田、
摂津の行政界でございます。ここに処理
場があるんですけども、その区域が、こ
の６．５はここに示されてきておると、
新たに今度プラットホーム等ができます
のは、これが岸辺の駅が、実はここにあ
るわけですね、これが豊中岸辺線と言い
まして、岸辺の下に片側２車線の広い道
路があります。それから吹田側にコンテ
ナホームつくる、プラットホームですね、
これが長さが今言いました５３２メート
ル、車両で言いますと２６両が並列して
並べる長さでありますよということでご
ざいます。実際運搬されておるのは、２
４両ぐらいの運行が基本のようですけど
も、最大は２６両までできるということ
の内容でございます。そのホームが２つ
できます、こことここに。そういうこと
で、これが貨物専用の道路でございます。
これは貨物駅を通りまして、この場所が
吹田の北口再開発ビルされました３２階
建てのビルがここの地になります。それ
からずっと大阪側に行きまして、実は、

この線と言いますのは、城東貨物線と、
今赤川の鉄橋の方を通って、ずっと行っ
て放出の方に行っている貨物線の線があ
りますけども、それの東側を利用して、
この接続が道路につなぐというのが、向
こうのプランでございます。貨物のコン
テナ等の出入りについては、あくまでこ
の線１本で、ここに出入りしますという
のが、今度示されてきた大きな内容でご
ざいます。将来的には、これの城東貨物
線も電車通らすということで、大阪環状
鉄道かなにかいう名前で２０１０年ぐら
いに整備する見通しだとかいうことで、
新大阪から八尾のリューゲあたりまでを
接続するプランニングがあるようです。
それが、この線を利用して、放出とか大
阪の東の方へ行くというルートでござい
ます。
　ですから、今回のホームについては、
全部の４本でありますけども、これを専
用道路であるんで、列車はここと、上下
しか接続できない、これ来た貨物専用で
以下レールは引いていないということで、
ここでコンテナを降ろして積み込みする
というような内容です。
　工区としては４本設けられますけども、
これ真ん中に貨物線が１本通っています
けども、大体５本で処理していくという
内容でございます。これが新しく示され
てきたシナリオでございます。以上です。
○後藤委員長　柴田委員。
○柴田委員　今、お二人から聞かれて、
大体の感覚というのはわかるんですけれ
ども、吹田の方との協議の中で、以前は
こっち側にも出口があるのではないかと
いうことで、摂津としても少し懸念をし
ていたんですが、今のところ吹田の方で
ということですが、あの道路の最終的に
は十三高槻線に接続されるということで
しょうか、その辺がわからんのです。そ
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して、そうなると、この行き先の分散す
る貨物がおよそ大阪側にどれぐらい流れ
るのか、また吹田・摂津側にどれぐらい、
逆に流れてくるのか、こういうことも心
配の種と言いますか、我々にまだわから
ないとこです。
　それからこの工事を、もしゴーが出た
らどれぐらいの歳月をかけてやられるの
かというのも、資料を十分見ていないの
でわかりませんので、その辺もひとつ教
えてほしい。
　それから、今回我々は特別委員会を設
置したんですが、特にこういう事業が行
われた跡の残地ということで、その跡地
をどうするかということが摂津にとって
大きな課題であり、重要な政策上の問題
だと思うんですが、先ほど助役からお話
があって、寺西委員からも質問があった
ときに、自己ではもう買うようなことが
できないというようなことも総合してみ
ると、どうもこのままでは指をくわえて
ただ呆然と見ているというような結論に
なってしまいやしないのかなと。国の方
では９年度中になんとかめどをつけたい
という、どうもこれセットものにされて
ますんで、一方ではこれをもってあおる
と言いますか、そういうことでこの事業
の促進と合わせてやらされてくるような
気もするんですが、我々は考えておかな
いかんのは、この跡地を現実の問題とし
て摂津市が、今後のまちづくりの中にど
うするかということは、これも大事なこ
となので、もっと真剣に、また、例え摂
津市の今財政事情が非常に厳しく険しい
もんであっても、もし摂津市が買うとす
れば、どうするんかというようなことも
含めて、具体的な方向、シミュレーショ
ンと言いますか、方向というものを見極
めておかないとだめではないかと思うん
ですね。

　先ほど小西部長から言われた、価格の
ことについても、私の感覚とは大分ずれ
るんですが、この前のときに少し雑談の
中で、例えばあの土地を全部買うとした
ら、今の価格で２５０億円ぐらいかかる
という数字が、雑談の中でですけれども
飛んだんですね。それは坪１００万円と
いうような数字だったんですが、今小西
部長がおっしゃったのは、坪３３万円ぐ
らい、仮にこれはあくまでも評価と言い
ますか、そういうものの数字だと思いま
すけれども、その数字にしても、えらい
開きがあるんですね。それであれば８２
億ぐらいで買えると、こんな数字鑑定額
だと思うんですが。
（「計算しやすいように言うただけです。」
と小西都市整備部長が呼ぶ）
そうですか。しかしね、言葉として出て
きたとき、ちょっとの認識の中にかなり
なずれが出てしまうんじゃないか、この
間の全農のところでも、坪７０万円ぐら
いの価格になっているんではないかと、
あれもいろいろな経緯があって今回買っ
たんですが、この土地にしても少なくと
も、感覚の中では、あの土地ぐらいの価
格になるんじゃないかなと、こういう価
格でもし話がつければ、清算事業団が売っ
てくれれば、こんなにありがたいことは
ないと、むしろこういう価格で買えると
いう方向が出るんやったら、これはぜひ
摂津が、少々借金してでも買っていくべ
きじゃないかとこういうふうに思うわけ
ですが、そういうことも含めて、この土
地をただいまうちが跡地利用ということ
で委員会をつくって、これからどんどん
と推移を見守っていくわけですけれども、
今のような状態では、全然違うところへ
土地が売却されてしまって、後日、摂津
市にとってそういう土地利用の中で、摂
津市に、まちづくりに悪い影響を及ぼす
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ようなものが出てきたときに困らないか
なと、そういうことから、ぜひここでは、
やっぱり行政主導型といいますか、そう
いう形の中でうちが直接買えないにして
も誘致をしていくとか、またいろいろな
ところへ勧めていくとかして、我がまち
にとって、やっぱり有効なまちづくりの
ために使ってもらえるということを基本
にした考え方というものを、市の中でもっ
と強固なものとして固めておく必要があ
るんではないかというふうに思うんです
が、その辺はどうでしょうか。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　答弁は前後すると
思いますけども、お許し願いたいと思い
ます。
　まず、もしこの貨物駅が、ゴーと都市
側がするならば、仮にレールを新しく引
いたり撤去したりする期間については、
それとプラットホームの建設でございま
すけども、おおむね４年かかるというこ
とでございます。これはあくまで貨物か
ら出された資料でございます。お手元の
資料１の３という、こういう工程をつけ
させていただいております。きょう、お
渡した中で皆さん見ていただけないとい
うのが内容でございます。
　それと、各方面の車両台数等について
は、資料の５番のＱ４の問いに対しまし
て詳細に書かれておるわけでございます。
その中では、現在の梅田の集配区域は大
阪市域とかいうのが１５％とか明確になっ
ておると、それと車両台数等につきまし
ては、お手元の資料の一番後ろの図２、
図３の中で、こういう方面的な車両台数
等も示されてきているわけでございます。
これにつきましては、今の専用道路を通
りまして、接続点は十三高槻線でござい
ます。十三高槻線から主に国道４２３号、
と言いますのは新御堂筋ですね、新御堂

筋を通ると、その間について庄内新庄線
という大阪市の新しい都市計画道路があ
るんですけども、この庄内新庄線言いま
すのは、ＪＲを乗りますと神崎川を越え
てすぐに地下道の工事をしていると思う
んです、それが庄内新庄線でございます。
その庄内新庄線を通って新御堂筋に接続
して大阪市内の方とか阪神間、それと北
大阪については新御堂筋を北へ上りまし
て中央環状線を通っていくと、そういう
ことで北大阪の区域については、台数は、
要は北大阪では４２３号を通って３５台
という内容でございます、トラックが。
それが過去の梅田の取扱っているトラッ
クの集配区域であるということでござい
ます。
　それと単価的なことについて、非常に
誤解を招いたように思うんですけども、
前回は確かに平米３０万円であればとい
う表現をさせていただいたと思いますけ
ども、きょうは１０万円だと、大きいや
ないかというご指摘でございます。確か
にこれについては、私、計算しやすいよ
うに言うただけであって、一切鑑定とか、
土地の協議等についても、これっぽっち
も話をしていないのが現状でございます
ので、その辺ご理解賜りたいと思います。
８．２ヘクタールで１０万円を掛けて８
２億円というのは、単純で計算でできま
すんで、そういう意味合いで言わさせて
いただいたということでご理解賜りたい
と思います。
　先ほども助役が言うてますように、単
価についてはあくまで鑑定ですよという
ことであるんで、都市側にすれば、貨物
を受けるとか受けないとかいう意思表示
もしてない段階で、用地だけの交渉をす
るわけにはとてもできないということに
おいて、まだ白紙の状態であるというの
が現状でございます。
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　先の寺西委員の質問にもあったんです
けども、民間の売買ということで、都市
側としては平成９年度末に一定の方向が
示されれば、仮に市として買うという表
示が、仮に理解が得られるんであれば、
それは継承していくというような内容で
あるんで、最終的な契約については平成
１１年でもかまわないんじゃないかとい
うように思ってますけども、今そこまで
は、我々としては検討しておらないとい
うのが現状であります。
　民間に売却するということについては、
我々としては摂津に残された広大な空間
であるということで、担当としてはぜひ
とも購入していきたいいうのは思ってま
すけども、それも財政の状況等を勘案し
ながら今後検討していきたいというよう
に考えておりますので、ご理解賜りたい
と思います。
○後藤委員長　柴田委員。
○柴田委員　ようわかりました。
　それで単価のことは、そういうひとつ
の目安として言われた。しかし、ここで
正式に８２億円というような数字が出て、
この前のときに２５０億円と、同じとこ
ろから出てくるわけですから、感覚的に
少し、我々はやっぱり物を買うにはそれ
なりの条件と、後年度の負担と、しかし
また一番潮時で、やっぱり買い得という
ときには、少しは無理してでも買ってで
もまちづくりの中にしていかないと、一
番、私は心配するのは、ただ放置し、我々
が手をどうしても出せないという状況の
なかで、あの土地が我々のまちづくりと
は反対の方向にいってしまうような開発
なり、そういうものが出てきたときに、
行政がまた困るんではないだろうかと、
こういうことが今一番心配しているわけ
で、摂津市にとってもこの土地を離して
しまうというか、以外には、これからこ

れだけの大きな土地は永久に出てこない
ということは、関係者の人は言うまでも
なく、市民だれもがわかっているわけで
ありまして、これはこれからの道路整備
の問題だとか、いろいろなことを含めて
ひとつの核となる部分ではないかなとい
うふうに思っていますんで、そういうこ
とでね。
　なぜ私、こういうこと言うかというと、
一例をあげますと、例えば　庄屋公園の
隣の、今、薫英学園が取得している土地
も、あれも摂津市にどうでしょうかとい
う話があった時点で、行政の対応が、私
から言わしたら速やかでなかったと、そ
のために最終的に行政が買いたいという
意思表示をしたときには、もうよそに買
われてしまっていたという現実がありま
す。行政が買うためには、行政なりのい
ろいろなものがあって、そう民間が買う
ようなわけにはいかないのかしらんけれ
ども、しかし、薫英学園が現実買って、
ああして土地を今使っているわけですね。
ああいうところでも、やはり土地という
ものには、そのとき、そのときに適用な
対応をして取得するという姿勢を常にもっ
ておかないと、後手、後手に回ってしま
うわけです。そういうことで私は特に、
この８．２ヘクタールという土地の利用
というものは摂津にとってどうなのかと
いう観点から、常にやっぱり神経をとが
らせて、これからも見守っていかなきゃ
ならんし、そういうことが今一番、我々
の委員会の中で大事なことではないのか
なというふうに私は思ってますんで、あ
えてその辺、取組みにもう少し、私にとっ
て期待的なご答弁をいただけたらと思い
ますが、答弁ができなければ、それも結
構です。
○後藤委員長　竹本助役。
○竹本助役　この土地の買収の可否の問
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題につきましては、先ほど申し上げまし
たように、我々の現在の状況は白紙でご
ざいます。しかし、内部的にもどうする
べきかということについては検討をして
いく組織もつくりましたし、さまざまな
観点から検討していきたい、さらには財
政的にどうなのかということも検討しな
ければならないと考えております。いず
れにしましても、方向を決めていかなけ
ればならないことは可であれ否であれ事
実でございます。そういった点におきま
して、この特別委員会を設置していただ
いたということにつきましても、我々の
方といたしましても、委員の皆様方のさ
まざまな観点からのご意見をいただいて、
そして、そういうことも念頭におきなが
ら、この行政の方向を選択できる方向性
が生まれたという意味で、非常にありが
たいと思っております。ぜひ、我々の方
も、現在のところ白紙でございますので、
いろいろなご提案なり、ご意見なりとい
うものをちょうだいできればありがたい
というように考えているところでござい
ます。よろしくお願いします。
○後藤委員長　そのほか。中野委員。
○中野委員　今アクセス道路の問題で説
明があったんですが、ある面では、ある
程度理解したんですが、この間、確か建
設協議会の中で中央環状線に向かっての
そういう道路アクセスということを考え
られる危険性があるんじゃないかという
ことを、前、指摘させてもらったもんが
あるんですが、その後、そういう方向性
の話というのは上がってきているのかど
うか。
　それと、今この貨物関連利用経路概念
の中でちょっと計算してみたんですが、
雑駁な質問ですけども、４２５台が一応
通る形になっておるんですが、このあと
残りの分というのは、大体十三高槻線と

いう形で想定されているんかな、そのこ
と聞かしてくれませんか。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　１点目の中央環状
線のアクセスということでございますけ
ども、これは一定の、この図面の中で、
あの赤の点から十三高槻線、大阪市側に
通りまして、神崎川越えて庄内新庄線と
いうのが今あるわけです。それを利用し
て４２３の国道、新御堂筋を通って北行
きなり、大阪方面に行くという分散経路
でございます。
　それともう１点目の４００何台という
のは、これは入りと出がありますんで、
足すと１，０００台ということのご理解
をお願いしたいと思います。以上です。
○後藤委員長　中野委員。
○中野委員　建設常任委員協議会のとき
に、ＪＲ千里丘駅から中央環状に向かっ
て考えられることできるんじゃないかと
いう１つの提案もこの間、なされたと思っ
ているんです。そういうこと、いやもう
絶対ないということになればそれでいい
んですが、そういうことも考えられるん
じゃないかということの建設常任委員協
議会で、前、発言されたと思うんです。
　それともう１点は、今、十高の問題で
すけども、この十高においても、大体ど
れぐらいの量になるんだということを、
やはり想定してもらわんと、確かに５０
０台というこというてましたから、往復
ですから１，０００台ということはわか
るんですが、大体十高でどれぐらいと考
えているのか、それも聞かしてもらいた
いと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　確かに１点目の件
でございますけども、過去にはこういう
ルートは考えておられましたということ
のなかで、前のルートはこういうプラン
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もありましたですけども、この開発地の
この区域、専用道路を設けて、もう少し
茨木側にてＭＢＳの上へあがる、に隣接
するルートとか、直接宇野辺の先の中央
環状線のルートとか、いろんなのが検討
されておりました。
　それともう１点は、ご存じのように、
ここですね、コカコーラという案もあっ
たわけです。これについてはいろいろと
問題があるということで、さらに検討し
なさいということで、今回は完全に消え
ました、このルートについては、貨物と
しては。ですから貨物駅のホームはここ
までですから、道路はこれから大阪側に
抜けるというルートでございます。
　それと十三高槻線に及ぼす影響という
ことのご質問でございますけども、貨物
駅からいただいている資料については、
いろいろと詰められておるようですけど
も、十三高槻線には通らないという内容
で、こういう図面が資料として示されて
おるのが現状でございます。と言います
のは、出て来て左折を禁止するとか、い
ろんなそういうことについて、今、協議
されておると、聞き及んでおりますので、
我々としてはこういう資料に基づいてご
説明させていただくしかないんじゃない
かというように思っておりますので、ご
理解賜りたいと思います。
○後藤委員長　原田委員。
○原田委員　あらましも皆聞かれました
ので、１点だけお聞きをいたしたいと思
います。
　大阪貨物ターミナル駅の分散は考えて
いないという、この７月１５日の清算事
業団からあったわけですが、その資料で
年間１３４万トン、発着含めて、８年度
で出ておりました。計画で次にいただい
ておる８月２９日、回答の中で２６７万
トンというふうに年度計算がなっており

まして、この辺、折衝というんですかね、
ご説明をいただけたらなと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　最初の１点目の１
３４万トンというのは、これは過去、５
７年度開始されてからの取扱いの実績で
ございます。と言いますのは、当初は２
３万トンからずっと一定伸びまして、最
大が１６８万トン扱うて、現在は１３４
万トンが実績がございます。
　次の２６４万トンと言いますのは、大
阪ターミナルとしての貨物の取扱い能力
ということの表現でありますので、これ
は必ずしも実績ではないということでお
願いしたいと思います。と言うのは、能
力としては１６８万トンがありますけど
も、実際はそこまでは、能力といいます
のはコンテナとか全部、１００％満載さ
れて運行されるのであれば、こんだけ取
扱いできますということでありますので、
これについては実績しかならないという
ふうにも考えておるわけです。以上です。
○後藤委員長　原田委員。
○原田委員　先ほどのご説明と、あるい
はこの資料から言いますと、いわゆる貨
物の引き込み線が、今度、予定されてお
るコンテナホームですか、そこに接続を
されているように見えたので、当初の回
答から、さらに今の実績で１６０万トン
最高いったということで、あと２６７万
トンいけるということであるならば、そ
ちらの方には、大阪貨物ターミナルには
考えておらないということでありますけ
れども、将来、引き込み線というんです
か、大阪貨物ターミナルの方にいくとい
うふうに考えざるを得ないというふうに
思います。それはあと、そこから車、ト
ラックで配送をしていくわけですけれど
も、その主だった出口が、本市のいわゆ
る中央環状線であります。これは既にＣ
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Ｏ2の問題、あるいは騒音、振動、排ガ
スの問題ですね、非常に本市の環境悪化
を出しておるわけでございまして、そう
いうことが片方では大阪市内の方にとい
うことでありますけれども、ここから貨
物が分散されてくると、被害が出てくる
んじゃないかと、こういうふうに考える
んですが、その辺についてはどうなのか、
お聞きをいたしたいと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　確かにご指摘の内
容であると思いますけども、この２６７
万トンと言いますのは、先ほど言いまし
たコンテナとピギーと、中継扱いが含ん
でおるわけでございますね。中継扱いと
言いますのは、車両のままでトラック積
み下ろしなしに、貨物の何両かを切り離
して方面の、仮にここであれば、大阪ター
ミナルであれば、東京から来た分につい
て編成がえするというような、レールの
上の中で車両編成されて出ていくという
内容でありますので、この分は約７５万
トンありますよと、資料の中ではですね。
７５万トンが中継の扱いですよ、能力が
ありますよと。
　１つはピギーと言いまして、先ほど言
いましたトラックがそのまま、特殊なト
ラックですけども、持って来て、そのま
ま台車の上に乗って、ある方面まで運送
すると、夜のうち走りまして、ここであ
れば東京の駅について、運転手がその車
に乗って出していくというのが、これピ
ギーなんですね、これが新しく出てきた
内容です。
　特にコンテナの扱いが、ここでは能力
としては１７５万トン能力がありますよ
ということでありますけれども、これに
ついて、能力としてはありますけども、
実際の運用としては過去の開所してから
では１６０何万トンしかしてないという

内容であります。そういうことで、先ほ
どの中央環状線等の出入りに、非常に危
険度があるというご指摘でございますけ
ども、これは前の建設常任協議会の中で
も、ある委員からもご指摘もありまして、
我々としては大阪ターミナルの貨物と協
議する中で、保安要員、誘導員について、
一定の間、１２月から、今の案としまし
ては朝の７時から９時まで、夕方の３時
から７時までを誘導員を置いて誘導して
いくというのが新しく出てきた内容でご
ざいます。これが大阪ターミナルの中央
環状線の接続点で、こちら側ですけども
誘導していくと、その間に茨木側の専用
通路の処理場の横のＴ字型の交差点であ
りますけども、それが今右折できないと
いうことでありますから、その辺は摂津・
茨木両所轄と協議しながら、茨木市とも
協議しながら車が回るように協議してい
きたいと、それが終われば大半の車は専
用通路を利用していきたいというのが向
こうの回答でありますので、一定の、私
たちとしては、危険度については推移を
みていきたいというように考えています。
以上です。
○後藤委員長　いいですか、そのほかあ
りませんか。山下委員。
○山下委員　特別委員会が設置されて初
めての委員会ということで、過去の経過
をお話になったんですけども、もっとも
大事な、基本的な姿勢というのは、私は
これやっぱり貨物駅移転ということが、
今の第一の課題なんですね。これに対し
てどういう態度をとるかということだっ
たと思います。その点で、これまでは環
境悪化をもたらさないという保証がない
限りは移転に同意できないというふうに
してきたんですね。今の時点で、新しく
出された案の中にいろいろ疑問点もある
と、その点の解明を行っているわけです
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がね、基本的にはそれでいいというふう
に考えているのか、いや不明な点が多い
からもっと解明していきたいというのか、
基本的な姿勢がもうひとつわからないと
いうことがありますので、その点をひと
つ、一番基本的な問題としてお伺いした
いと。
　それと今回、吹田市と摂津市の間でも
たれているこの跡地利用についての懇話
会ですね、学識経験者を呼んでやったと
いうんですけども、この経緯について、
今、開発可能用地が摂津市域では１．７
ヘクタールふえたと、だからというよう
なことなんですね。しかし、貨物量が半
分になったからというのも、これ事実と
違うんではないかと、清算事業団側はそ
う言っているかもしれませんけれどもね。
これ、取扱い貨物量は、いま扱っている
梅田の分を全部こちらに移転してもやっ
ていけるというような規模のもんであろ
うというふうにも聞いておりますね、最
大扱量という点で言えば。この半分に分
散ということを、半分というふうにはこ
ちらから目標は示してないと思いますけ
どもね、貨物量分散せよということはこ
れまでの主張であったわけですね。そう
いうことについて、そのことはどうして
担保できるのかということが、このやり
取りの中で、かなり中心的な問題だった
と思うんです、やり取りの中では。それ
がまだ確認されていないというふうに思
うんですけどね。この点で、この最大貨
物取扱い量ですね、これが今全体、梅田
貨物駅で取り扱っている量、全体を扱え
るということを確認しておられるのかど
うかですね。そういうふうにもあったと
思いますけどもね、それに対してどうい
うふうにみておられるのかですね、この
辺も聞いておきたいと思います。
　それから、大阪貨物ターミナルの問題

についてですが、この大阪貨物ターミナ
ルができるときにも、摂津市いろんな協
議やっていますけれども、同時に専用の
貨物線の運行については茨木市との間で、
例えば夜間運行なんかについての制限だ
とか、こういう協定があったと思うんで
すが、そういう資料についてはお持ちで
はありませんか。あるいはお持ちでなけ
れば、ぜひまた提示をしていただきたい
というふうに思うんですが、その点、ど
ういうふうに今の時点ではつかんでおら
れるのかと、それが今おっしゃっている
大阪貨物ターミナルへの分散を考えてい
ないというけれど、その協定によって不
可能なのかですね、物理的に不可能なの
か、この点も明らかにしておく必要があ
るというふうに思うんです。
　と言うのは、これらの、いままでのい
ろんな協定というのが、例えば端的な例
では関西新空港で、海上の飛行ルートし
か当初は設定しないというふうに約束し
ていながら、のちになって陸上ルートも
お願いしたいと、こういう変更を申し入
れていると、地元自治体ですね、こうい
うことも国の方針でいくらでも変えてい
こうということもあるようですから、こ
ういう点でその問題を、大阪貨物ターミ
ナルへの移転は今のところ考えていない
とか、考えているとかいうふうな問題を、
その問題を抜きには考えられないからと
いうことなんで、その点も明らかにして
いただきたいというふうに思います。
　それから、我々としては、貨物駅は来
てほしくない施設なんですね、基本的に
はそうだと思うんです。しかも、物流の
点から言っても、この大阪の中心部にあ
るということが、物流にとって非常に好
都合というふうに、これは再三ＪＲ貨物
の側に私も確認したことがありますけれ
ども、再三そうおっしゃっていると、地
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主さんもそういうふうな意向だというこ
とも、再三明らかにされてきたことなん
ですね。ところが、これをなぜこっちへ
もってくるかと、梅田の貨物駅を廃止し
てこっちへもって来るかと、これはもち
ろんもともと閣議決定でそうしたという
んでありますけどね。もともとそうした
いきさつというのは何かと言うと、清算
事業団側にとっては、梅田の貨物駅が高
く売れるからだということだと思うんで
すね、一般にはそう考えられますわね。
これを進める企業、また別の企業サイド
からは、それは一等地だから、あそこを
開発したいという、こういう希望がある
かもしれませんけれども。今、清算事業
団の側から言うと、梅田の跡地を高く売
れるからというんですね。そういうこと
になると、こちらの清算事業団用地、あ
るいは今回出てきた開発可能地域につい
ても、できるだけ高く買ってほしいと、
こういう意図があるんですね。これは両
方天秤にかけて、梅田の貨物駅が高く売
れるか、全体としてですよ。ところが梅
田の貨物駅を売るについては、こっちに
設備投資をしないかんわけですね、新た
な設備投資をしなきゃいかんと。こうい
うこと等を考えてみたら、一体どういう
計算になるのかということから、あるい
はそのことと合わせて、さっき言うた物
流の中心が梅田の方にある方がいいと、
これはいろんな意味で言えると思うんで
すが。
　例えば、今、問題になっておる道路問
題でも、大阪駅前には幾つもの路線が来
ていますわね。高速道路も乗り入れてい
ると、四方八方に道路があると、ところ
がここの道路は、今の説明では庄内新庄
線だけしか通らないと、十三高槻線も入
らないと、こんなことは非常に考えにく
いんですけどね、そういう話ですよね、

これ、ともかくは。しかもこれ、５００
台というのは、２４時間通じて出入りし
ているんじゃないんですよね、集中して
いるんですよ、朝夕に。そういう状況か
ら考えると、これも流通にとっては極め
て都合の悪いということになるんですね。
ＪＲ貨物がむしろ、そういう効率だとか、
生産性とかいうことを考えるならば、梅
田にある方がはるかにいいんでしょう。
ただ、ただ、長期債務の返済のためだと
言うんですけども、この梅田の土地の評
価は一体どのぐらいで、ここに新たに設
置する費用がどんだけで、こういう収支
の計算をやった場合に、一体どれだけの
得になるのか、あるいはまたそれが膨れ
上がった国鉄の債務ですね、当初よりは
どんどんふえて、当初２２兆円と言って
いましたかね、今は２８兆円ですか、膨
れ上がっているわけですね、まだ膨れて
くると。こういうのに、果して清算事業
団用地が処分されたからと言って、追い
つくのかと、到底追いつきもしないと、
こういうことになってくると、結局この
梅田の貨物駅移転を進めていくという最
大のモーメントというか力というのは、
実は梅田の駅周辺の、梅田貨物駅の跡地
を、なんか企業がもうけの場にすると、
そういうことのための開発用地として、
むしろその動機が非常に強いというふう
なことも全体としては考えられますね。
これは貨物がそういうあれを持っている
かどうか知りません、清算事業団は、そ
んなことは公には言ってないかもしれま
せんけれども、もともとの閣議決定の大
本になった考えの中にはそういうことが
あるんではないかというふうに思うんで
すね。
　だから本来は、あの時点で国鉄清算事
業団はですね、本来なら現に使っている
ＪＲ各社の用地については、そのまま継
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承するというのが大原則であったはずな
んですね。それをこの梅田貨物駅に限っ
ては、あるいはここの吹田操車場跡地に
限ってはそうはしないで、現に使ってい
る梅田貨物駅は清算事業団用地に、そし
て現に使っていない、この吹操跡地をＪ
Ｒ貨物用地にというふうに決めたという
ことがボタンの掛け違いであったと思う
んですね、そういう点では。そういうこ
とから見てくると、そういうことについ
ての全体の考えも、市としては持ちなが
ら、この問題に対処していくということ
は必要だろうと思うんですけど、そうい
うことについては一体どういうふうに考
えているのか、そのこと抜きに、なんか
技術論で、ここだけでというようなこと
ではとてもいかない問題だと私は思うか
らです。
　それから、瑣末な問題では幾つかある
んですが、以前に吹田の駅の再開発のと
きですね、ＪＲ西日本の用地が、その開
発用地内にあって、それをどうしても動
かさなきゃならんということで、摂津市
の知らない間に清算事業団用地の、摂津
市域の清算事業団用地内にこの機能を移
したということがありました、ご存じだ
と思いますけれども。その用地の表示が
ありませんけどもね、それはだからＪＲ
西日本用地ということになっているはず
だと思うんですよ。これについても非常
に不明というか、そのときの取り決めで、
開発については支障をもたらさないよう
にするとかいうような一札があるとかな
いという話ですけどね、その辺の経過も、
今わかっているならお伺いしておきたい
と思っております。
　それから、きょう、これ１０月２４日
付けの清算事業団からの市への回答文書
というのがあって、これは建設常任委員
ですか、ポストに入っていたというんで

すが、これが今お示しいただいた資料、
８月２９日付けとほとんど一緒なんです
けどね、これは追加修正するということ
で、出しているということらしいんです
が、この８月２９日付けの回答と、この
１０月２４日付けの回答というのは一体
どういう意味をもっているのか、よくわ
かりません。この経過もお願いします。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　今、副委員長がおっ
しゃっています跡地の貨物移転につきま
しては、市としては環境悪化をもたらさ
ない限り同意できないというのが、基本
的な考え方を我々もっております。
　それと２点目の懇話会に参加したとい
う内容でございますけども、先ほども、
私が冒頭にご説明させていただきました
ように、もともとは、この跡地について
大阪府と摂津・吹田で平成２年度から検
討してきた経緯があります。そういうよ
うなことの中で、実は大阪府を参加した
中で協議させてもらった中では、両市で
されたらどうですかというご意見もあり
ましたので、今回はちゃんとさせていた
だいたというのが基本的な考え方でござ
います。
　それと貨物量の分散でありますけれど
も、これについては以前はほかの大阪の
地域にということがあったわけですけど
も、今回は、梅田に残すというのが基本
的な考え方でございます。と言いますの
は、梅田の２２ヘクタールでしたかな、
ある中の約半分ぐらいのコンテナの基地
を残して、残りを整理していくと、と言
いますのは、今大半、西口側の広い扇形
になっていますけども、一番広いとこが
コンテナ基地でありますので、その分の
ホーム３本を残していくということであ
りますので、我々としては梅田に残るん
だということであります。以前には、大
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阪の安治川とか百済だとかいろんなこと
を聞いてましたけども、今回については
そこらには行かずに梅田に存置さすとい
うのが回答の中身でございます。
　それと大阪ターミナルの運行協定とい
うことの、茨木市が協定されているよう
ですけども、その協定の内容については
入手されておるのかということでござい
ますけども、実は、私ども手元に持って
おらないのが現状でございます。私、こ
の貨物線の近くで住居を構えておる関係
で、いろいろと地域の方とは、列車のダ
イヤとかそういう中身で協定されたとい
うのは私どもは耳に挟んでおりますけど
も、中身については入手してないのが現
状でございます。
　それともう１点、北口の再開発に伴い、
以前に摂津の行政界に代替えとして約１，
０００平米弱でしたかなんかということ
の内容でございますけども、非常に申し
わけないんですけども、詳しいことにつ
いては把握してないんで、早急に西日本
と話させていただいて、どの場所かいう
のプロップしてみたいと思いますんで、
お願いしたいと思います。
　それと差し替えの中身については、北
野次長の方からご説明させていただきま
すので、よろしくお願いしたいと思いま
す。
○後藤委員長　北野都市整備部次長。
○北野都市整備部次長　１０月２４日付
けの追加修正につきましてご説明申し上
げたいと思います。
　資料のお手元の、インデックス５番の
２枚目です。（２）の真ん中あたりに
「従って、コンテナホーム１面当たりの
取扱い能力は、１列車の積載重量を６５
０」となっているやつが、当初は６００
になっておりました。それが５０トンふ
えまして６５０トンになっております、

現在では。当初は６００トンです。
その修正と、その下に「２６両編成」と
なっておるのが、以前には２４両編成で
トータルが６００トンでございました。

㈰その修正分と、さらにその　ですね、そ
の「６５０トン」が、当初「６００トン」、
そしてイコールですね、「５４万トン」
が「５０トン」に当初なっていたと。

㈪　そしてさらに　の「６５０トン」が
「６００トン」、そしてそのトータルが
「３８万トン」が「３５万トン」、当初
なっておりました。
　そして、次（３）になるんですが、こ
れも同様、１）、「６５０トン」が」６
００トン」、当初なっておりまして、そ
して「１１０万トン」が「１０５万トン」。
そして今度、３）番の中継取扱い量、こ

㈰の内容が若干変わっておりまして　です
ね、「コンテナホームで取扱う中継貨物」、

㈪さらに　「中継ホームで扱う中継貨物の
２種類がある」ということが新たに追加
されました。当初は「コンテナホームで
取扱い中継貨物」ということでございま
したが、新たにこの１点が追加されたと
いうことです。したがって、そのトータ
ルが、現在では「２２２万トン」となっ
ておりますが、当初では２１７万トンで
ございました。
　そして、次のページをめくっていただ
きますと、Ｑ３でございます。
　Ｑ３の頭に「大阪ターミナル駅の最大
設備能力は」ということ、このあとの文
面が、全く当初はなかったものでござい
まして、新たに「列車の有効長が２４両
なので、１列車の積載量は６００トン、
そして（２４列車×５トン×５トン＝６
００トン）、そして発着用コンテナ荷役
線が５線あり能力は以下のように算出さ

㈰れます」と、そして、さらに　の「コン
テナ取扱い量（荷役線５線）」が当初は

－�20�－



３線になっておりました。今回５線とい
うことで改められたような次第でござい
ます。
　そして最終的に、その１・２・３のトー
タルが２６７万トン、いわゆる最終のトー
タルは合うとるんですけど、計算上の違
いで修正を加えられた。
　そしてＱ４、最後になるんですが、新
たに追加されましたのは、ずっと下の方
でございます。下の方の２行目に、「そ
れ以外に阪神間８％、その他地区（京都・
滋賀・奈良・和歌山、阪神間以外の兵庫
県）２８％、駅止め１１％」が新たに追
加されました。
　大体、以上、内容でございます。
○後藤委員長　山脇都市整備部参事。
○山脇都市整備部参事　最大取扱い能力
についてどうみておるのかというご質問
でありますけれども、私どもの方への回
答につきましては、梅田貨物駅の約半分
の１００万トンを吹田の方に移転したい
という内容でございます。
　その内訳につきましては、お手元の最
後の資料の貨物取扱い量の推移という表
がございます。ここの一番上には梅田駅
の取扱い量が載ってございます。８年度
から全体に下がって、みますと、８年度
は１６７トン、７年度は１６５トン、６
年度は１７３トン、５年度が１７３トン
ということで、大体、ここ５年間は１７
０トン前後だということであります。こ
の約１７０トンの約半分を吹田の方にもっ
ていきますと、それが約８５万トンであ
りますと、つきましては、さらにはピギー
の取扱い量としては、約１５万トンを吹
田の方に移したいということで、合計１
００万トンというふうに説明をいただい
ております。
　私どもの方で、それがどの程度、今後
も履行されるのかということについての

疑問に対して、しからば最大取扱い能力
はどうなんだということで問い合わせて
みました。それが結果として、先ほどの
インデックス５番の２枚目にありますよ
うに、コンテナ取扱い量としては１１０
万トン、ピギー取扱い量としては１７万
トン、合計１２７万トンでございますけ
れども、１００万トンをいかに担保させ
るかというのは、これからの私どもの庁
内的にも、また吹田市との中でも検討し
て、今後は事業団、また貨物会社に協議
をしていかなければならないと考えてお
ります。
　それから、十三高槻線に入らないとい
う件でございますけれども、確かにお手
もとの資料にございましたように、十三
高槻線には全く入らないという計画をさ
れておるんですけれども、この件につい
ても、どう担保していくのかというのは、
先ほど言いましたように吹田市とも、ま
た今後清算事業団とも協議していかなけ
ればならないと思うんですけれども、ア
クセス道路と十三高槻線の取りつけ付近、
今、清算事業団から聞いている中身では、
アクセス道路へのインにつきましては右
折禁止、またアウト部分につきましては
左折禁止ということで、摂津への十三高
槻線側へのルートは避けていきたい、な
おかつ監視カメラでもってそこらのとこ
ろを担保していきたいというふうに考え
ておられます。
　もう１つは、大阪ターミナルへの移転
についても考えていないと、大阪ターミ
ナルへの分散についても考えていないと
いう回答であります。
　これら３点につきましても、これから
事業団、貨物会社とどう担保できるかと
いうのを、今後協議していきたいという
ふうに考えております。以上でございま
す。
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○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　基本的な考え方は、これま
でと変わっていないということでありま
すけれどもね、そういう点であれば、こ
の梅田貨物駅の移転について、もっとやっ
ぱりその姿勢を強く打ち出されるという
ことが、交渉の上から非常に必要ではな
いかと、ましてやこの経過から言って平
成９年６月１８日になって初めて申し入
れが行われたわけですね、今年のね。そ
れまで、この移転計画が示されてから１
０年以上になるんですかね、当初示され
たときからすれば、その間何もしないで
ね、都市側が示してきたことには何も答
えないで、これ当初の申し入れでは、確
か７月までに回答せいという、もう乱暴
な、言うたら無茶苦茶な回答を迫るもの
であったわけですね。もちろんそれに我々
は従うということではなくて、今進めて
いるわけですけどもね、こういう基本的
な態度について、清算事業団側の、１０
数年も放置しておいて、６月１８日申し
入れて７月中には回答しなさいと、しか
もまだ不明な点もあると、今その不明を
正つつあるところだというわけですが、
そのしかもその不明も、さっき担保の問
題が出ましたけどね、何によってそれを
担保するかということもまだ明確ではな
いと、こういう時期にあると。
　なのに不思議なのは、示されている開
発可能用地についてだけは、従来の清算
事業団用地と合わせて８．２ヘクタール
について、この開発の青写真は次々とつ
くろうと、私どうも納得いかないですね。
　しかも、これまでは大阪府と吹田市と
摂津市ということで、この跡地利用問題
の計画をつくり、これに基づいて何度か
の会合ももち、それで何回かにわたる跡
地利用基本構想なるものをパート３まで
出してきたわけですよね。ところが、こ

こに至って大阪府は抜けまっせと、どう
もその辺も納得かいない話なんですね。
どういう情勢の変化があったのかという
ことも全くわかりません。その点につい
て、ああそうですかということになった
んですかね、大阪府のその態度と。
　それから吹田市と摂津市で懇話会をつ
くったというんですがね、この人選は、
例えば座長になっている紙野桂人という
人については、これは梅田貨物駅の跡地
を開発するについて、これを開発する積
極的な方策を提案している人であり、そ
の恐らく責任者であったと思うんですね、
この梅田貨物駅の跡地の利用についてで
すね。あるいは大阪全体でもベイエリア
構想等、積極的に進める人間だと、進め
るということを主張している学者なんだ
と、こういうことも聞き及んでおります
がね。吹田市や摂津市がこういう地域の
開発を考える場合に、こういう呼び込み
型の開発をどんどん進めていこうという
ような、そういう推進型の先生を中心に
据えて、こういう懇話会をつくられると
いうのは、一体どういう根拠に基づくも
んなんですか、一体どういう観点からそ
ういう懇話会をつくられたのかと。この
提言を、できればきょう間に合わすとい
うことだって、それはならなかったよう
でありますけれども、なぜそういうふう
に頼むのかと、むしろ我々として、いや
行政側も市の側も基本的姿勢としては環
境悪化をもたらさない限り、移転には同
意できないという、この基本方針は変わっ
ていないというんであれば、もっと公害
の問題なんかについての検討こそ行うべ
きじゃありませんか。
　例えば場内を使う道路と言いますけど
もね、この場内を通ってもね、トラック
は出入りするわけですよ、もちろんのこ
とね。それからこの大阪貨物ターミナル
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でも大きな問題になっていると思うんで
すが、やっぱりそこで発生する排ガスと
いうのは、これにとどまらないで、例え
ば乗せかえのフォークリフト、大型のも
んですわね、大きなものを乗せかえる、
しかもあれは門型クレーンかなんかだと
思うんですが、どうかわかりませんけれ
ども、警告音を発しながら走っているで
しょう、実に夜中よく聞こえるんですね、
私も正雀の地域におりますけれども、夜。
そういう、これがもっとここでは近隣に
住居があるわけですね、そういう騒音や
排気ガスの問題なんかについての、そう
いう検討こそ、ただ開発可能用地をどう
するかというだけじゃなくて、その基本
姿勢を貫く、さっき言ったような環境悪
化をもたらさない限りというんであれば、
その環境悪化をもたらすか、もたらさな
いのかと、どの程度の影響になるのかと
いうことにこそ、もっと心血を注いで市
としては解明すべきではないのかと、そ
れを根拠に、また清算事業団と話を進め
ていくということこそ、基本的な姿勢に
ならなければならないんではないんです
か、その点はどうですか。
　あとのことについては、あとのことに
ついてというのは、茨木市との協定だっ
たと思いますが、そういうものもぜひ行
政としては、さっき大阪貨物ターミナル
にはいかないというふうに、それも実際
はなかなか担保、何によってするのかと
いうこともまだ確認できていないという
わけですから、そういうものもやっぱり
つかんでおくということが大事じゃない
かと思うんですね、それは要望しておき
ます。
　それから、これまではどこに残り半分
を、どこにもっていくかという分散の件
ですね、明確ではなかったということな
んですが、梅田に残すと、こういう方向

を示されたというわけですね、こういう
ことがまた大きな問題を呼び起こそうと
しているということを、また見ておく必
要があると思うんですね。２つに分散す
ることによって、これは我々の方で、も
ちろん考えるべきことではないかもしれ
ませんけどね、非常に効率が悪いという
ような話も聞いているわけですね、分散
することによってね。こういうことがな
ぜ問題になるか言うたら、これは今の段
階ではそう問題ではないかもしれません
けれども、これは機能が２つになって非
常に扱いにくいと、これ１つにすべきだ
という、こういうことになってくるのは、
また必至だからです。初めは話し合いの
テーブルに乗ってもらうためには、清算
事業団としては、ともかく摂津市側が言っ
ている貨物量の分散ということを示さな
ければテーブルにつかないということか
ら、そういう案を出してくるということ
だってありうるからですね。そうすると
それに乗って、もうこれでできたという
ことになったときに、そののちになって、
これは非常に機能上不合理であるという
ふうなことから、また全量こっちへもっ
て来る、あるいは道路についても、新た
にいろんな心配されているような中央環
状線どころか、この岸辺豊中線だとか、
それはつなげる道路、いくらでも考えら
れますでしょう。十三高槻線も、いまま
でなかった道路が新たにつくわけですか
ら、こういうことについても接続させよ
うという、こういう意図が起こってこな
いということがどうしてもいえないと。
これはもう、担当者がそう心配なさって
いるとおりだと思うんですよ。それをな
いようにしようと思ったらですね、やっ
ぱりこの基本姿勢からして、やっぱり移
転をストップさせるということに、もっ
ともっと心血を注がなきゃならんのでは
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ないかと思うんですよ。そういうふうに
はなかなかなっていないでね、どうも開
発可能地域がふえたことについて、それ
をどうやるかということに、これまでも
そうだったんですけどね、そういう傾向
があったんですけども、具体化してこな
かったからいままでは問題になりません
でしたけれども、そういうことこそ問題
ではないかと、そういう一番基本的な姿
勢を明らかにしていくということが大事
なんではないかと思うんです。いかがで
すか。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　まず１点目の６月
１８日に事業団が申し入れをされてとい
うことでございますけども、それまでに
ついては、我々、議会でもご答弁申して
おりますように、連絡会については、そ
ういう申し入れなかったというのが事実
でございます。急遽、６月に申し入れが
あったわけでございますけども、それは
具体的な内容について初めて示されたと
いうことで、我々としては貨物移転並び
に、新たにふえた開発用地についての検
討に入るというのが、協議に入るという
内容が、まず６月１８日が出発点でなか
ろうかということで、今回、過去２回に
おいて、いろいろ内容の不明確な点につ
いても照会を文書を出しながら、市とし
ては検討する材料として入手してきたと
いうのが事実でございます。
　それで７月の回答ということでござい
ますが、これはあくまでも６月１８日の
申し入れされた段階において、都市側と
しては、とても回答できませんよという
ことをはっきり断っております。と言い
ますのは、今までに説明させていただい
てますような内容についても不明確な点
があるということで、都市側としては今
後は協議に入るという出発点であるとい

う認識の上で７月には回答できないとい
うことをはっきり申してきたわけです。
実はいつですかという内容もあったわけ
ですが、それについては都市側は、るる
検討したなかで回答するというような内
容でなってきたのが事実でございます。
　それと、紙野座長の内容でございます
けども、紙野先生については大阪府の総
合計画にも参画されており、吹田市の総
計にも副会長として参画されておるとい
うことの中で、一定我々としてはまちづ
くりのいろいろ提言をいただけるのでは
ないかということのなかで同意してきた
経緯もあります。
　それと、なぜ開発用地だけ先行するん
だということでありますけど、これにつ
いては貨物駅と移転とは別に、今回新た
な開発用地が生まれたなかで、再度検討
していく必要があるということのなかで、
吹田市と摂津市とマクロ的に懇話会の提
言を受けると、本来は大阪府を含んだ中
での３者でするのがベターでありますけ
ども、府と協議した中では両市間の問題
でありますので、両市で検討されたらど
うですかという指導もあって、我々とし
ては２市でしたわけです。その後におい
て、今後、こういう広大な土地の開発に
ついては両市ではとてもできないので、
大阪府も交えたなかで、提言いただいた
なかの内容について大阪府とともども３
者で協議していきたいというように、今
後、方向としては我々は考えておるのが
現状でございます。
　残りの梅田に残すということでござい
ますけども、以前は、大阪市内というこ
とを先ほどもご答弁申したんですけども、
３カ所の貨物駅があるわけです。１つは
安治川いうて桜島の近くでございますけ
ども、その区域について現在、大阪市が
区画整理されておるというのが実情でご
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ざいます。現在、取扱い量ははっきり、
今資料を持ってないんですけども、一定、
事業団の用地を入れたなかで、貨物駅を
想定した土地で一定量をふやすというこ
とが非公式に聞いておったんですけども、
それらについても、今後は吹田とは別に
大阪市とは協議していきたいというのが
貨物の考え方でございます。であります
から、現在、梅田に残っておる施設を存
続させて、併設したなかで運用していき
たいというのが貨物と事業団との合意点
であろうというように解釈しとるわけで
す。ですから、先ほどもご答弁申してお
りますように、梅田のコンテナのプラッ
トホーム３本については残すということ
が正式に、我々としては聞き及んでおり
ますので、それで運用されるんじゃない
かいうように考えておるわけでございま
す。
　懇話会の関係でございますけども、先
ほどもご答弁申しておりましたように、
過去は大阪府、吹田市、摂津市で、いろ
いろと跡地利用検討について協議してき
た経緯もあります。平成２年度を初年度
として３か年でパート１からパート３と
いう内容で検討させていただいたわけで
ございますけど、今回の開発の面積等に
ついて、かなり大幅に変更になったとい
うことで、再度、大きなマクロの中で学
識経験者等のご意見をちょうだいしなが
ら、どういうものがいいのかということ
のなかでご提言をいただくということの
なかで吹田市との懇話会に参画していき
たいというのが事実でございます。
　本来は大阪府もというお話をしておっ
たんですけども、府としては先ほど言い
ましたように、両市間のまちづくりであ
るので両市で検討されたらどうですかと、
一定の提言を受けたなかで、ミクロ的な
内容については今後大阪府と３者ともど

もの詳細については協議していきたいと
いうように考えておりますので、よろし
くご理解賜りたいと思います。
○後藤委員長　これをもって本委員会を
閉会いたします。

（午前１１時５４分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規程により
署名する。
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